各部局へのお願い　　　　　     　　　　　　　財務部　　松本典久
 本会会計業務は会計内規に従い施行しておりますが、更に円滑な業務遂行の為、会計内規以外の会計業務に関する各部局への連絡事項を以下にまとめております。

· 決算文書の提出時期について

  事業終了後、速やかな決算文書の提出をお願いします。

年度末の事業開催は出来るだけ控えて下さい。

決算文書の提出期限は、4月－12月の事業は、2週間以内。1月－2月前半は、1週間以内。2月後半は、3日以内。3月前半は、２日以内。3月後半はその翌日とします。不備のある決算文書は認めません。

文書提出は理事・松本までお願いします。（理事会時の提出は出来るだけ避けてください。）決算文書の提出を促す連絡は行いません。

· 決算文書の書き方（領収証・研修会等参加者名簿・決算書）について

  領収証の宛名は（社）長崎県理学療法士会｛（社）は省略可｝です。全領収証の宛名の記載確認をお願いします。

会員・講師に領収証を書いてもらう場合は自筆のサインと認め印を押します。（拇印でも可。シャチハタはできるだけ使わない。やむを得ない場合はサインのみでも可。）講師手当の領収証には住所の記載もお願いします。
研修会参加名簿（参加者自筆）を、研修会参加費・生涯学習履修手数料の（金額と照合する）台帳とします。

決算書は、会計項目（消耗品・通信費など）・目的・金額等をまとめた簡素な文書とします。消耗品は品目・数量、郵送費は内容・郵送先、印刷代は種目・部数を明記してください。事業毎の合計と、掛かった経費の合計、仮払金がある場合は仮払金との差額を明記してください。1品目\100,000以上の商品は備品簿掲載の義務があります。商品名・メーカー・形式・金額・購入年月日・保管場所・使用目的を報告してください。
· 金銭の立て替えについて

  立て替えが困難な場合は仮払いを利用してください。
　仮払いの申請は理事・松本までお願いします。

仮払いを利用した場合、予算に応じた額を一旦担当理事か担当部長に振り込み、後に、決算額に応じて精算します。仮払い額より、決算額が少なかった場合は、本会一般会計に残金を戻してもらう事になりますが、振込先は、

「十八銀行稲佐中央通支店　普通　165479　長崎県理学療法士会　会長　塩塚　順」　

です。郵便口座には入金されないように、お願いします。
· 金銭の支給について

  銀行振込を利用します。新しい役員の方は口座の連絡をお願いします。

· 業務報告書について

  記載は必要有りません。

· その他

  会計業務に関して、会計内規や上記事項以外で不明な点があれば、松本まで問い合わせ   

  をお願いします。尚、財務担当理事のメールアドレスは

zaimu-riji@npta.or.jp
です。事務連絡、相談等、是非活用ください。

